
大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

都市計画生駒市さつき台２丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 生駒市さつき台２丁目地区地区計画 

位  置 生駒市さつき台２丁目の一部、壱分町の一部 

面  積 約１４．８ｈａ 
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地 区 計 画 の 目 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本地区は、本市の中心市街地から南東約 2.2 ㎞に位置しており、住宅地内を都

市計画道路菜畑乙田線が縦貫し、南方約 600ｍには第２阪奈道路の小瀬ランプが計

画されている等、交通の便に恵まれた地域である。本地区は、民間の宅地開発事

業により道路・公園等の公共施設を一体的に整備し自然に恵まれた質の高い良好

な住宅市街地として、今後住宅等の建設が行われる地区である。また、生駒市う

るおい・緑・景観まちづくり整備計画において「丘陵市街地・眺望の街ゾーン」

と位置づけられている。 

 このため、地区計画を策定し、合理的な土地利用計画のもとに建築物等の規制、

誘導を積極的に推進し、健全な住宅地の形成を図るとともに良好な住環境を維

持・増進し、周辺環境と調和した景観形成を進めることを目標とする。 

 

土 地 利 用 の 方 針 

 

 

 

 

 

 宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、地区を細分化して地区の特性に

応じた土地利用を積極的に推進し良好な街並みを形成する。 

 本地区は、主としてゆとりと潤いのある低層専用住宅地区として発展させると

ともに、日常生活の利便性を考慮して、魅力ある店舗等を周辺の宅地と調和を保

ちつつ配置する。 

 

地区施設の整備方針 

 

 

 

 

本地区については、生駒山への眺望が優れた「眺望の街」と位置づけられてい

ることから、宅地開発事業により整備された幹線道路、区画道路、歩行者専用道

路並びに公園、緑地については、その機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

特に、都市計画道路の植樹帯及び歩道は、原則として切込みを認めない。 

 

建築物等の整備方針 

 

１ 低層専用住宅地区 

   閑静で潤いのある低層専用住宅地区としての居住環境を形成・保全するた

め、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位

置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限を行い、また、緑化を推進するも

のとする。 

 

２ 低層一般住宅地区 

   地区の住民の利便性を考慮し、店舗等の小規模な兼用住宅が立地できる地

区としての居住環境を形成・保全するため、建築物の用途の制限、建築物の

敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠

の制限を行い、また、緑化を推進するものとする。 

 

３ センター地区 

   地区の中心核として、商業その他の利便施設の誘導を図り、地区住民の活

気あるセンター地域として、また、周辺地域の土地利用と整合性を図りつつ

良好な街並み形成のため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限

度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形

態又は意匠の制限を行い、また、建築物の用途に応じた駐車スペースを確保

するものとする。 

当初決定年月日 平成 6 年 2 月 1 日 
最終変更年月日 平成 10 年 4 月 1 日 












